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豊田工業高等専門学校におけるハラスメント防止に関するガイドライン 
 
                              制定 令和４年１１月２８日 
 
 
１．ガイドラインの目的 

 このガイドラインは、豊田工業高等専門学校（以下「本校」という。）におけるハラスメント

（セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等）を防止し、

教職員、学生一人ひとりの人権が尊重され、誰もが安心できる就労・修学環境を維持するため、

本校構成員に対し、ハラスメント等の定義、苦情相談の窓口、苦情相談への解決手続きのガイ

ドラインを示し、広くこれらの手続きについて周知することを目的とします。 

 
２．対象と適用範囲 

 このガイドラインは、本校に属する全ての教職員、学生（科目等履修生、研究生、聴講生等本校で修

学する者を含む。以下同じ。）及び関係者（学生の家族、取引関係業者等、教職員と業務上の関係を有す

る者をいう。以下同じ。）を対象とし、ハラスメントが問題となる場合は、本校外の出来事であっても、

勤務・授業・課外活動等の時間外であっても適用されます。 
 なお、教育上の指導等のあり方には様々な手段・方法があり、また、指導を受ける側の感じ方にも個々

人によって微妙な違いがありますので、常に指導する者と指導される者との間に適切なコミュニケーシ

ョンが成立するように努めることが必要です。 
 
３．ハラスメントを行わないようにするために教職員及び学生等が認識すべき事項 

（１）基本的な心構え等 
  ① ハラスメント全般 
   ・ 個人の尊重という人権保護の基本を理解し、お互いの人格を尊重し合いましょう。 

・ お互いが大切な仲間であるという意識を持ちましょう。 
・  職務上の正当な指導・助言の場合を除き、相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった 
場合には、同じ言動を決して繰り返してはいけません。 

・ ハラスメントであるか否かについて、相手から常に意思表示があるとは限りません。 
・  ハラスメントは、本校内や勤務時間内だけではなく、本校外や勤務時間外においても注意す 

る必要があります。 
   ・ 教職員間、教職員と学生間のハラスメントだけでなく、保護者その他の本校関係者など教職 

員、学生がその業務や修学する際に接することとなる者にも配慮する必要があります。  
  ② セクシュアル・ハラスメントとは 
    相手を不快にさせる性的及び性差別的な言動をいう。 

・ 教育、研究、指導、助言、雇用、管理その他の本校内での活動への参加や修学、就労の条件  
として、性的な要求をしたり、性的な言動を甘受させる場合 

・ 性的な要求や言動を拒否することや甘受することが、当該個人の成績評価や卒業判定又は昇

進昇給等の人事考課の基礎として利用される場合 
・ 性的な要求や言動が、個人の職務遂行を不当に阻害し、不快感を与え、修学、就労や教育研

究環境を著しく害する場合 
  ・ セクシュアル・ハラスメントには、性的な言動に対する相手方の対応により、教育研究条件、

労働条件につき不利益を受けるもの（対価型セクシュアル・ハラスメント）と、当該性的な言

動により就労・修学や教育研究環境が害されるもの（環境型セクシュアル・ハラスメント）が

あります。 
 ここでいう「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内

容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等

が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図

画を配布すること等が、それぞれ含まれる。 
    なお、職場におけるセクシュアル・ハラスメントには、同性に対するものも含まれます。 
 



         

2 
 

  ③ アカデミック・ハラスメントとは 
    教育上、研究上、修学上の権力関係又は上下関係等を利用して行う嫌がらせや不適切で不当な 

言動をいう。 
   ・ 教職員及び学生を指導・監督する立場にある者（以下「監督者等」という。）は、ハラスメン 

トが教育を受ける権利や研究する権利、良好な環境で就労する権利などを侵す人権侵害行為を

示します。 
  ④ パワー・ハラスメントとは 

    就労上の権力関係又は上下関係を利用して行う嫌がらせや不適切で不当な言動をいう。 
   ・ 監督者等が、意識的であるか無意識的であるかを問わず、その地位および職務上の権限を利 

用し、又は逸脱して、その部下や同僚の就労意欲及び就労環境を著しく阻害する結果をもたら

す、不適切な言動、指導又は待遇を指します。 
 ・ 監督者等は、職務上、必要となる指導を行う場合もあります。その際、研修・指導・教育等

の名の下に行き過ぎや人格等を否定することがないよう常に配慮することが必要です。 
  ⑤ 上記②から④に分類されないものであっても、本校におけるすべてのハラスメント及びその他

の人権侵害については、このガイドラインに沿って対応することとします。 

 
（２）ハラスメントになり得る言動 
  ① セクシュアル・ハラスメントの例 
  （ア）性的な又は性差別的な内容の発言関係 
    ・  身体的特徴を話題にする。 

・  卑猥・下劣な冗談を交わす。 
・  性的な経験や性生活について質問する。 

（イ）性的な又は性差別的な行動関係 
      ・ ヌードポスター等を職場に貼る。 
      ・  雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりする。 
      ・  身体を眺め回す。 
      ・  食事や私的な付き合いにしつこく誘う。 
      ・  性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Ｅメールを送る。 
        ・  身体に不必要に接触する。    
  （ウ）性別による固定観念又は差別的意識に基づく発言・言動 
     ・ 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などと発言する。 
     ・  女性であるというだけで、お茶くみ、掃除、私用等を強要する。 
     ・  「男の子、女の子」、「おじさん、おばさん」などと相手の人格を認めないような呼び方を 

する。 
     ・ 「女の子なのにどうして理科系（高専など）にきたの」などと聞く。 
     ・  カラオケでのデュエットを強要する。 
     ・  酒席で、上司の側に席を指定したり、お酌等を強要する。 
  ② アカデミック・ハラスメントの例 

（ア）良好な環境における教育・研究・修学の侵害 
・ 正当な理由がなく、教育・研究上の指導をしない。 
・ 正当な理由がなく、文献・図書や機器類、試薬類を使わせない。 
・ 正当な理由がなく、必要な出張や物品購入を承認しない。 
・ 正当な理由がなく、研究室や実験室・資料室などへの立ち入りを禁止する。 
・  本人の希望に反する学習・研究計画や研究テーマを充分な説明をせず、押しつける。 
・  必要もなく、勤務時間外、深夜、休日の指導、学修を強要する。 
・  本校の経費から支出すべき費用などを不当に教職員・学生に負担させる。 
・  架空の書類の作成や不正に研究費等を支出させるなどの不正行為を強要する。 
・  研究データのねつ造、改ざんを強要する。 
・  論文の内容などについて、共著者の了承を得ずに投稿する。 
・  学生の未公刊論文の内容を指導教員が無断で引用する。 
・  プライベートな行動に付き合うことや送り迎えを強要する。 
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（イ）不当な評価や処遇 
・  単位の不認定の理由を明らかにしない。 
・  成績評価を恣意的に行い、故意に留年させる。 
・ 就職や大学の進学に必要な推薦書等を書かない。 
・ 就職活動を禁止又は妨害する。 
・  本人の望まない退職や他の機関への不当な異動を強制する。 

（ウ）身体又は精神的な侵害 
・  学生の論文原稿や部下の業務書類などを破ったり、ゴミ箱に捨てたり、正当な理由がなく  
受け取りを拒否する。 

・  些細なミスを大声で叱責したり、あえて人前でなじったりする。 
・  個人的な感情によって、特定の学生又は教職員に対して指導を拒否したり、侮辱的な言辞 
を言う。 

・  虚偽の噂を流したり、怪文書を配るなど不当に人格や地位をおとしめる行為をする。 
・  職務上知り得た教職員又は学生の個人情報を不当に他の教職員や学生に教える。 
・  プライベートなことがらをしつこく聞き、強引に勝手なアドバイスをする。 

  ③ パワー・ハラスメントの例 
（ア）良好な環境に反する就労の侵害 

・ 正当な理由がなく、職務上の指導、助言を行わない。 
・ 正当な理由がなく、仕事を与えない。 
・ 正当な理由がなく、職務の遂行に必要な資料や機器類を使わせない。 
・ 正当な理由がなく、業務の相談等を他の人にすることを禁止する。 
・ 正当な理由がなく、休日出勤や時間外勤務を強要する。 
・  違法行為を強制する。 
・  虚偽の書類の作成や書類の改ざんを指示する。 

（イ）生活設計への妨害 
・  不当な勤務評価（評定）を行う。 
・  退職や転職を強要する。 
・  結婚と職務継続についての二者択一を迫る。 
・  本人が退職を希望しているのにもかかわらず、退職を認めない。（退職しないよう強要す 
る。） 

（ウ）身体又は精神的な侵害 
・  業務指導の範囲を超えて、相手の人格を傷つけ、人権を侵害するような言動を行う。 
・ 多数の者がいるところで罵倒する 
・  虚偽の噂を流したり、怪文書を配る。 
・  部下を無視したり、侮辱的な言動をする。 
・  職務上知り得た部下や同僚の個人的情報を不当に他の教職員に教える。 
・  一気飲みや本人の体質、健康状態、意向を無視して飲酒を強要する。 

（３）加害者の処分等 
  ハラスメントの加害者は、教職員の場合には、機構が定める就業規則に従って 懲戒処分等が行わ 
れ、また、学生の場合には、本校の学則等に基づき処分等が行なわれます。 

   教職員に対して処分等が行われた場合には、「独立行政法人国立高等専門学校機構における懲戒処 
分の公表基準（平成２３年４月２１日理事長裁定）」に従い、その内容を公表することがあります。 
ただし、被害者の個人のプライバシー保護については、最大限に配慮します。 

 
４．良好な就労・修学環境を確保するために認識すべき事項 

（１）日頃からの心がけ 
   ハラスメントについて問題提起する教職員又は学生をいわゆるトラブルメーカーと見たり、ハラ

スメントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないことが重要です。 
   問題提起を契機として、良好な就労・修学環境の確保のためにすべての構成員が取り組むことを

日頃から心がけることが必要です。 
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（２）加害者や被害者を出さないために  
① ハラスメントと思われる行為が見受けられる場合は、就労・修学環境に重大な悪影響が生じた

りしないうちに、機会をとらえて同僚として注意を促すなどの対応をとることが必要です。 
  ② ハラスメントの被害を受けていることを見聞きした場合には、被害者は「恥ずかしい」、「トラ

ブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」などとの考えから、他の人に対する相談をためら

うことがあります。被害を深刻にしないように、気が付いたことがあれば、声をかけて気軽に相

談に乗ることも大切です。 
（３）ハラスメントが発生した場合等  
   ハラスメントが発生した場合又は見聞きした場合には、すみやかに相談員、信頼できる者又は監 

督者等に相談することをためらわないでください。 
 
５．ハラスメントに起因する問題が生じた場合において教職員及び学生に望まれる事項 

（１）基本的な心構え 
   教職員及び学生は、ハラスメントを受けた場合にその被害を深刻にしないために、次の事項につ

いて認識しておくことが望まれます。 
 ① ハラスメントを受けているのに一人で我慢していたり、無視したり、受け流したりしているだ  

けでは、必ずしも状況は改善されず、問題も解決しないということを認識することが大切です。 
② 「恥ずかしい｣、「トラブルメーカーというレッテルを貼られたくない」などと考えがちですが、 
被害を深刻なものにしない、他に被害者を作らない、さらにはハラスメントをなくすことは自分

だけの問題ではなく、良い就労・修学環境の形成に重要であるとの考えに立って、勇気を出して

行動することが求められます。 
（２）被害を受けたときに望まれる対応 
   教職員及び学生はハラスメントを受けた場合、次のような行動をとるよう努めることが望まれま

す。 
① 嫌なことは相手に対して明確に意思表示をしてください。 
   セクシュアル・ハラスメントに対しては毅然とした態度をとり、すなわち、はっきりと自分の  
意思を相手に伝えることが重要です。直接相手に言いにくい場合には、手紙等の手段をとるとい

う方法もあります。 
② 相談員や信頼できる人に相談してください。 

  同僚や知人、上司等身近な信頼できる人に相談することが大切です。また、本校には、相談員

が置かれていますので、確認の上、相談してください。 
 なお、本校内において相談することがためらわれる等の場合には、外部の相談機関に相談する

方法を考えてください。 
 相談するに当たっては、ハラスメントが発生した日時、内容等について記録しておくことが望

まれます。 
 

６．ハラスメントに関する苦情相談への対応 

（１）相談員の基本的な心構え 
  ① 当事者（被害者とされる者及び加害者とされる者をいう。以下同じ。）にとって適切かつ効果的 

な対応は何かという視点を常に持ってください。 
  ② 事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけてください。 
   ③ 関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守してくだ 

さい。 
（２）苦情相談を受ける際の相談員の体制等 
  ① 苦情相談を受ける際には、相談者の意向を踏まえつつ、複数の相談員で対応することが原則で 

す。 
② ハラスメントの苦情相談を受けるに当たっては、相談者が同性の相談員の同席を望む場合には、 
同席するよう努めてください。 

③ 相談員は、苦情相談に適切に対応するために、相互に連携し、協力してください。 
④ 実際に苦情相談を受けるに当たっては、その内容を相談員以外の者に見聞されないよう周りか 
ら遮断した場所で行ってください。 
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（３）事実関係等の聴取に係る相談員の留意事項等 
① 相談者への留意事項等 
（ア） 相談者の求めるものが、将来の言動の抑止等、今後も発生が見込まれる言動への対応を求め 

るものであるのか、又は喪失した利益の回復、謝罪要求等過去にあった言動に対する対応を求

めるものであるのかについて把握してください。 
（イ） 相談者の心身の状態等に鑑み、苦情相談への対応に当たり、相談者がどの程度の時間的な 
  余裕があるのかを把握してください。 
（ウ） 特に相談者が被害者の場合、ハラスメントを受けた心理的な影響から必ずしも理路整然と 
  話すとは限りません。むしろ脱線、中断することも十分想定されますが、事実関係を把握する

ことは極めて重要ですので、忍耐強く、相談者の主張に真摯に耳を傾け、丁寧に話を聴くよう

に努めることが必要です。 
（エ） 事実関係については、次の事項を把握してください。 

      ・  当事者間の関係 
      ・  問題とされる言動が、いつ、どこで、どのように行われたか。 
      ・  相談者は、加害者とされる教職員、学生等に対してどのような対応をとったか。 

・ 当事者以外の上司、監督者、指導的立場にある者等に相談を行っているか。 
・ これらの事実を確認する場合、相談者が主張する内容については、当事者のみが知り得る

ものか、又は他に目撃者はいるか。 
・ 相談者はどのような解決方法を望んでいるか。 
・ 問題とされる言動を客観的に示すメール、録音記録などがあるか。 

（オ） 聞き間違えの修正並びに聞き漏らした事項及び言い忘れた事項の補充をするために、聴取 
  事項を書面で示したり、復唱するなどして、相談者に聴取した事実関係等を確認し、逐語録的 

に（解釈した言葉ではなく、相談者の言葉をそのまま）記録してください。 
（カ） 聴取した事実関係等については、校長に報告（別紙）してください。  
② 相談者へ伝えること 
（ア） 独立行政法人国立高等専門学校機構ハラスメントの防止等に関する規則第３条の規定に基 

づき、教職員、学生等及び関係者は、ハラスメントに対する拒否、ハラスメントに対する苦情

の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに関し正当な対応をしたことの

ためにいかなる不利益も受けないこと。 
（イ） 本校ハラスメントの防止等に関する規程第８条の規定に基づき、ハラスメントに起因する

問題に携わる者は、当事者のプライバシーの保護に配慮するとともに、任務遂行上知り得た秘

密を漏らさないこと。 
  （ウ） 相談内容については、早期に適切な対応をとるため校長へ報告することを説明し、相談者の

合意を得ること。また、相談者が匿名を望む場合、プライバシーの保護に配慮した形で校長に

報告することを説明すること。               
（エ） 解決手続きに、調整、調査の手続きがあり、ハラスメント防止委員会へ「ハラスメント相談

申立書」を提出することにより手続きが開始されること。 
（オ） これまでに受けた、またこれから受ける問題とされる言動について記録すること。 
（カ） 加害者とされる者とのやりとり（メール、ＬＩＮＥ、手紙等）は消去しないこと。 

 
７．ハラスメントに関する事案の解決手続きについて  

相談者は、ハラスメントの被害について、ハラスメント防止委員会に対し、問題解決を求める手続き

を行うことができます。 

 相談者は、ハラスメントの被害について、ハラスメント防止委員会に「ハラスメント相談申立書」

（別紙）を提出することにより手続きが開始されます。この手続きにおいて、ハラスメントを申立て

た者を「申立者」、加害者とされる者を「相手方」、その双方を「当事者」といいます。申立者は、次の

うちから問題解決の手続きを選択することになります。 
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手続き 手続きの概要 主な解決策例 

「調整」 
当事者双方の主張を公平な立場で調整し、問

題解決を図る手続き 

・悪化した就労・修学環境等の 

是正・回復 

・改善・加害者への注意 

「調査」 
事実関係の公正な調査に基づき、問題の解決

を図る手続き 

・指導 

・被害者への謝罪の仲介 

・紛争状態の解消 

 

 ハラスメント防止委員会は、提出された「申立書」の記載内容等について審査のうえ受理するかど

うか決定し、その旨を申立者に通知します。その際、必要に応じて、「申立書」の記載内容等について

確認や補正の照会等をすることがあります。 

 すでに卒業・修了・退学・退職等をした元構成員の申立てについては、申立ての遅延につき相当の

理由が認められる場合に、ハラスメント防止委員会はこれを受理することがあります。 

ハラスメントに関する紛争は、本校における継続的人間関係及び信頼関係の維持を考慮し、当事者

の合意を得て、カウンセリング、人間関係の調整によって解決することが望ましいといえます。 
（１）「調整」の手続き 
  ① 当事者双方の主張を公平な立場で調整し、問題解決を図る手続きが「調整」です。 

② ハラスメント防止委員会は、申立者の「調整」申立てに基づき、この手続きを行います。 
③ ハラスメント防止委員会は、その責任と権限において、指名する者が手続きを担当します。 
④ 「調整」にあたっては、問題の解決に向けて就労・修学上の措置を行うことがあります。 
⑤ ハラスメント防止委員会は、適切かつ迅速に対処し、問題解決します。 
⑥ 「調整」の手続きにおいては、申立者の要請に応じて、相談員が同席することがあります。 
⑦ 申立者が、「調整」に不満があるときは、ハラスメント防止委員会に対し、「調査」の手続きを 
求めることができます。 

（２）「調査」の手続き 
① 事実関係の公正な調査に基づき、問題の解決を図る手続きが「調査」です。 
② ハラスメント防止委員会は、申立者から「調査」の申立てを受け、その必要性について判断し、  
「調査」の必要があると認める場合に、ハラスメント調査委員会（以下、「調査委員会」という）

を設置します。 
③ 調査委員会は、公正・中立・客観性を確保し、委員長の指名する委員若干名により構成されま

す。なお、セクシュアル・ハラスメント事案については、男女比を考慮して構成します。 
④ 「調査」の手続きにおいては、申立者の要請に応じて、相談員が同席することがあります。 
⑤ 調査委員会は、必要に応じて、当事者その他関係者から事情を聴取するなどして、事実関係を 
調査します。調査委員会から聴取を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むこと 
ができません。なお、調査委員会は、事実関係の調査に際して、適切・丁寧な対応に努めます。 

⑥ 調査委員会は、速やかに調査を終了し、調査結果をハラスメント防止委員会に報告します。 
⑦ ハラスメント防止委員会は、報告内容を確認し、ハラスメントの事実関係（被害者、加害者） 
を認定します。 

  その後、必要に応じて、当事者の意見を聴取する機会を設けることがあります。 
⑧ ハラスメント防止委員会は、認定したハラスメントの事実関係により懲戒審査委員会又は訓告 
等審査委員会への通知が必要と判断した場合は、懲戒審査委員会又は訓告等審査委員会に当該

事案を通知します。その後は懲戒審査委員会又は訓告等審査委員会の判断及び手続きに従って

適正に処理されることになります。 
⑨ ハラスメント防止委員会は、被害者の受けた不利益や悪化した就労・修学環境等を可能な限り 
是正、回復又は改善を図るとともに必要な措置を講ずるよう、校長に勧告します。 

⑩ ハラスメント防止委員会は、これらの調査の結果について、申立者からの報告の要請に対して 
極力応じるよう努めるとともに、当該調査結果等について、申立者及び相手方に対し適宜・適切 
な方法で伝えます。 
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８．委員会が問題を処理するための具体的な対応例 

（１）ハラスメントを受けたとする教職員又は学生等からの苦情相談 
 ＜例＞ 

① 本校内でのハラスメントのうち、その対応に時間的な余裕があると判断されるものについては、  
当事者以外の上司、監督者、指導的立場にある者等に当事者及びその周辺の状況等の観察並びに

加害者とされる教職員又は学生等の言動で問題があると認められる言動について、適宜注意を与

えるよう要請する。 
② ごく軽微なハラスメントの言動を頻繁に行うことが問題にされている場合において、加害者と 
される教職員、学生等は、その言動がハラスメントであるとの意識がない場合がある。この場合

には、加害者とされる教職員又は学生等に対し、当該言動がハラスメントに該当する旨を注意す

る。 
③ 相談者が軽微なセクシュアル・ハラスメントに該当すると思われる言動について苦痛に感じて 
いる場合は、相談者自身が相手の教職員等に対して明確に拒否の意思表示をするよう助言する。 

④ 被害者がハラスメントを行った加害者に謝罪を求めている場合において、加害者も自らの言動 
について反省しているときには、被害者の要求を加害者に伝え、加害者に対して謝罪を促すよう

あっせんする。 
⑤ ハラスメントの内容がかなり深刻な場合で、被害者と加害者とを同じ場所で勤務させることが 
適当でないと判断される場合などには、人事担当者等との十分な連携の下に、当事者について人

事異動等の措置をとることも必要となる。 
⑥ ハラスメントの被害者が学生で加害者が教員の場合、その内容が深刻なときは、学生の教育に 
責任を持つ役職者等との連携をとり、教科担任、指導教員等を変更（交替）する措置をとること

も必要になる。 
（２）第三者からの苦情相談 
 ＜例＞ 

① ハラスメントと思われる言動をしている教職員を見た第三者から相談があった場合には、その 
教職員及びその第三者から事情を聴き、その言動がハラスメントであると認められる場合には、

その教職員に対して、当事者以外の上司、監督者、指導的立場にある者等を通じて注意を行う。 
② 非常勤教職員又は学生がハラスメントを受け、当該非常勤教職員又は学生である本人は、立場

が弱いため苦情を申し出ることをしないような場合について、第三者から相談があったときには、

本人から事情を聴き、ハラスメントの事実が認められる場合には、本人の意向を尊重した上で、

役職者、監督者、指導教員等を通じ、加害者とされる教職員から事情を聴き、加害者とされる教

職員に注意を行う。 
 

９．相談員 

  添付の相談員名簿のとおり 
 
１０．ハラスメント防止のための教育・研修・啓発活動 

本校は、職場環境、教育研究環境を阻害するハラスメント等の予防・根絶のため、その発生原因、

背景、実情や問題点の解明を深め、十分な理解を得るように、教育・研修、調査・広報活動を通じ周

知徹底、啓発に努力します。 
 
１１．その他 

  校長を行為者とするハラスメント案件の取扱いについては、令和３年１０月２０日付け高機人第 
８２号で通知のあった「校長を行為者とするハラスメント案件の取扱いについて（依頼）」に従い取り

扱いします。 
＜各学校ハラスメント相談窓口に相談する場合＞ 
教職員 → 相談員 → 総務課人事労務係長 → 機構本部へ連絡 

 
  ＜機構本部に直接、相談する場合＞ 
   教職員 → 機構本部事務局人事課人事係(E-mail:jinji@kosen-k.go.jp)    


